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資料１ 再犯防止の重要性

再犯防止施策が必要な背景 再犯防止に向けた政府の主な取組

再犯防止総合対策（H24年7月犯罪対策閣僚会議決定）

基本理念を定め，国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに，再犯の
防止等に関する施策の基本となる事項を定めたもの。

再犯の防止等の推進に関する法律（H28年12月施行）

国は，再犯の防止等に関する施策の効果的な実施に資するよう，関係
機関が保有する再犯の防止等に資する情報を共有し，再犯の防止等に関
する施策の実施状況及びその効果を検証し（略）それらの結果等を踏まえ
て再犯の防止等に関する施策の在り方について検討する（略）

同法20条

再犯の防止等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため，５つの基本
方針の下，７つの重点課題について115の具体的施策を盛り込んだ初めての計画
（計画期間／令和４年度末までの５年間）。

再犯防止推進計画（H29年12月閣議決定）

法務省は，検察庁・矯正施設・保護観察所等がそれぞれ保有する情報を
機動的に連携するデータベースを（略）効果的に運用することにより，指導
の一貫性・継続性を確保し，再犯の実態把握や指導等の効果検証を適切
に実施する（略）

施策番号87

17年連続して減少（警察庁発表犯罪統計資料）
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74.9万件

約半数が再犯者

刑法犯の検挙人員に占める再犯者の割合

刑法犯認知件数

48.8％

（警察庁発表犯罪統計書「令和元年の犯罪」）

刑務所出所者等の再犯防止に向けた総合的かつ体系的な対策。
我が国の刑事政策において初めて数値目標（※）を設定。

※刑務所出所者の２年以内再入率（出所した年を含む２年間において刑務所に
再入所する者の割合）について，過去５年における平均値（20％）を基準とし，
10年後の令和３年までに20％以上減少させ，16％以下とするもの



保護局

資料２ 一般的な刑事手続の流れ
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資料３ 刑事情報連携データベースシステムの必要性

被収容者データ管理システム

矯正施設
事件管理システム

更生保護官署

基幹機能

検察庁
検察総合情報管理システム

入力データ(例) 入力データ(例) 入力データ(例)

連携× 連携× 連携○ 連携×

基幹システム
事件情報や公判情報 収容情報や処遇情報 保護観察情報や更生保護情報

連携○
保護処分歴
精神診断情報
就労支援情報
職業訓練情報
福祉士による支援情報
改善指導情報
希望職種・内定状況 ・・・・

薬物等使用関係情報
生計情報・居住状況
仮釈放情報
生活環境調整情報
処遇プログラム情報
社会貢献活動情報
保護観察終了時状況 ・・・・

指紋分類情報
領置物品関係情
報（入所時の受
刑者の所持品情
報など） ・・・・

刑事情報連携
データベースシステム

社会貢献活動
関係（活動場
所名称，日程
など） ・・・・

連携○
事件処理情報
犯行年月日・逮捕年月日
共犯者情報
求刑情報・判決情報
刑の執行指揮関係情報
罰金・科料の納付状況
犯歴前科情報・・・・

証拠品関係情報

背景
他局システムの情報を入手するには，個別に依頼して提供してもらう必要あり。

・ 情報の迅速な把握が困難 ・ 情報提供ごとに膨大な事務負担が発生
⇒ そのため，刑事情報連携データベースシステムの運用前には，以下のような問題点があった。

個別の提供を受けずとも，
必要な情報の把握・活用が可能に

犯歴前科システム
前科情報

被害者情報
（被害者の個人
情報）・・・・



基礎情報（令和３年３月末現在）

検察総合情報
管理システム

資料４ 刑事情報連携データベースシステムの概要

基幹
システム

事件管理
システム
事件管理
システム

法務総合研究所
利用者

法務総合研究所システム

刑事DBシステム（本番環境）

刑事DBシステム（検証環境）

システム
管理者

遠隔地保管用ディスク装置

刑事ＤＢシステム

業務系サーバ

業務系サーバ

１ 利用者数 ２ 情報の相互利用が可能と
なった対象者数約１万６,０００名

●検察庁，矯正施設，更生保護官署の
現場職員

●再犯防止施策の所管部局の本省職員等

システム構成図

本
省
内
Ｌ
Ａ
Ｎ
等

３ データ更新頻度

被収容者データ
管理システム

被収容者DB
システム

犯歴前科
システム 法

務
省
Ｎ
Ｗ 運用系サーバ

運用支援
システム全体の各種問合せ管理，障害発生時の対応

８２百万円

アプリケーション保守
障害原因の調査及び修繕（軽微な改修を含む）

９５百万円

機器保守
機器・ソフトウエアの賃借料，メーカーサポート（部品交換等）

１３７百万円

アプリケーション開発
連携データ項目の追加等の改修

６７百万円

地方検察庁
刑事局

矯正施設
矯正局

更生保護官署
保護局

運用等に必要な経費（R2年度）

実装機能
●対象者データのひも付け（名寄せ）機能
●データ参照機能（対象者レポート表示）
●データ分析機能（ダッシュボード出力，フリーデータ抽出）

SCRP

●常時使用する連携データは毎日自動更新
※各局システムに影響を与えないよう夜間に更新
●調査研究用のデータについては四半期ごとに自動更新
※ある時点におけるデータを固定して保持KPI①

190,522人

令和2年度活動実績
（累計）



資料５ 対象者データのひも付け（名寄せ）機能

再犯防止ダッシュボード 簡易画面作成機能検察庁，矯正施設，更生保護官署が保有する各局システムの対象者データについて，
刑事手続それぞれの段階において，データのひも付け（名寄せ）を行っている。

例：初犯の成人が有罪判決を受け，刑務所に入所した後，仮釈放で出所したケース

②候補者を自動回答

地方検察庁
検察総合情報管理システム

矯正施設（刑務所）
被収収容者データ管理システム

更生保護官署（保護観察所）
事件管理システム

刑事情報連携DB

③候補者の中から
対象者を特定し，
ひも付け

④対象者の仮釈放
後，対象者データを
検索し，ひも付け

と が連携
も連携

①対象者の入所後，
該当データを照会



資料６ データ参照・分析機能と活用実績

ダッシュボード出力

再入所率等の主要な
指標等の動向について，
地域別を含めてグラフ等
で表示する機能

施策・計画の検討の際…

方向性を議論する
基礎データとして活用

対象者レポート表示

PROFILE

他の機関が個々の対
象者に実施した処遇等
の内容の詳細を容易に
把握できる機能

必要な情報を選択し
て抽出することにより，
様々な統計分析が
可能となる機能

再犯や施策の実施状況等の
迅速かつ効率的な実態把握

共有情報の活用による
個々の対象者に対する
処遇・支援等の充実

令和2年度の利用件数
6,310件

個別の対象者の各種調査や
処遇実施の際…

例：矯正施設入所時の処遇調査で
保護観察所の処遇状況を把握

例：帰住先調整に際しての更生
保護施設の受入れ状況の確認

先立って参照する
客観的データとして活用

再犯防止施策の効果検証や
再犯要因等の解明

フリーデータ抽出

施策の効果検証等の際…

精緻な調査研究の
データとして活用

例：職業訓練受講者の出所後
の就労状況を把握

例：更生保護就労支援事業の
効果を検証

KPI②

目
的

機

能

主
な
活
用
例

例：矯正施設別の再入率を把握
例：仮釈放の現状を整理
例：地方再犯防止推進計画の基礎

資料として提供

活
用
実
績

KPI③
令和2年度の利用件数

13,110件
KPI④ 令和2年度の利用件数

619件



資料７－１ 各機能の表示例①

ダッシュボード出力
簡易画面作成機能

例：全国と比較した特定施設の再犯率や再入所率の状況

例：全国と比較した特定地方更生保護委員会管内の仮釈放者
の刑の執行率の状況（矯正施設別の比較を含む）

※個別の施設名はモザイク No.6と対応



簡易画面作成機能

資料７－２ 各機能の表示例②

簡易画面作成機能
対象者レポート表示

PROFILE

例：就労支援対象者のみのデータを抽出した状況

フリーデータ抽出

例：前回仮釈放時の保護観察所での処遇プログラム実施状況



● ダッシュボード出力
１ 再犯や施策の状況把握

【具体的な活用例】
ある刑事施設では，出所者の再入
所・再犯状況を所内に掲示
（全国と自施設の比較）

資料８－１ 矯正局における活用例①

● 対象者レポート表示

少年院

矯正教育計画を策定する際の参考とす
る。（特に，保護局情報のうち，保護観
察情報や環境調整に係る項目を参照し，
前回少年院仮退院後の生活状況，保護観
察所における処遇プログラムの受講歴な
どの情報を活用）

２ 個々の対象者への支援

刑事施設

刑執行開始時調査を実施する際の参
考とする。（特に，保護局情報のうち，
過去から現在までの保護処分歴や刑事
処分歴，不良集団関係，薬物等使用関
係，生計／居住状況，教育程度などの
情報を活用）

再犯率や再入所率に関するデータ
の見せる化に活用



● フリーデータ抽出

３ 効果検証や再犯要因の解明

受講した者：81.5％
未受講者 ：64.５％
（令和元年出所者）

資料８－２ 矯正局における活用例②

職業訓練を受講して前年に仮
釈放で出所した者のうち，当該
年度末までに保護観察を満了し
た者の有職率

行政事業レビューの指標

４ 活用促進のための取組

全国８箇所の矯正管区において，矯
正施設の職員を対象としたSCRP活
用研修を実施

（１）

（令和元年度）

（２）

（令和３年１月号から３月号）

刑政誌への連載
「SCRPの今～現状と有効活用策を
紹介する」

矯正施設におけるＳＣＲＰデータの
活用法が学べる
ガイドブックの
発行

（３）

（令和３年３月）



資料9－１ 保護局における活用例①

保護局
• 再犯防止に関する政府目標の達成
状況に関連した指標を各庁ごとに
把握するために活用

• 生活環境調整の結果と刑事施設出
所の帰住状況の実態を把握し，政
策立案の基礎資料に活用

• 特定の対象者の再犯の実態を予算
要求に活用

• 保護統計年報を基礎データとして
いるところ，随時最新の状況の確
認が可能になった

地方更生保護委員会

• 仮釈放になった者の属性を把握し，仮
釈放の積極化が可能な受刑者の絞り込
みに活用

• 矯正施設出所時に適切な帰住先がない
者の状況を施設ごとに把握し，８２条
調査充実のための資料として活用

• 更生保護施設の帰住状況に関するデー
タを，より効率的な帰住先調整を行う
ために活用

• 調査面接において過去の処分歴や処遇
歴等を活用

保護観察所
• 対象者の過去の係属歴を把握する
ため，データ照会機能を活用

• 対象者周辺の関係者の情報から，
交友関係の指導に活用

• 情報の少ない更生緊急保護対象者
について，犯罪傾向等の情報を把
握し，適切な社会資源の確保に活
用

• 仮釈放期間満了通知の発出に遺漏
がないか発出状況の確認に活用

＜実際の活用例＞
出所後に帰る先のない
者の状況を矯正データ
により把握し，重点的
に住居等の確保の調整
を図る必要のある施設
を特定したい

過去３年間で出所後に
帰る先のない者が特に
多い施設を把握

当該施設の受刑者の住
居等の生活環境の調整
を重点的に実施

⇒ 住居確保を促進
⇒ 効果的・効率的な
再犯防止



資料９－２ 保護局における活用例②

更生保護就労支援事業※における効果検証や再犯要因等の解明
※令和元年度行政事業レビュー公開プロセス対象事業

背 景

令和元年度行政事業レビュー公開プロセス
「外部有識者のコメント」

ＰＤＣＡサイクル・ＥＢＰＭをベースとした政策
遂行のためには，各種研究が必須。研究結果
を基に実施庁の増減を考えるべき。

就労が困難な出所者の支援を実施するに当た
り，調査研究の成果を活用し，より効果的な
支援内容を策定することが肝要と考える。

本事業の有効性について，保護観察の種類，
罪名など，効果に影響し得る属性ごとに把握し
検証する取組を強化することが期待される。

再犯や処遇等の他局の情報
を用いた調査・分析が必要不可欠

刑務所出所者等に対する就労支援事業の効果検証 を実施（令和２年度）

平成26・27年度に首都圏の保護観察所管内で
保護観察を開始した成人の刑務所出所者等
998名（支援群499名，対照群※499名）

※傾向スコアマッチングにより抽出

✔刑事情報連携データベース（資料７－２
フリーデータ抽出）で抽出したデータ等を使用
✔支援群と対照群を比較し，再犯率の差や効
果の大きい対象者特性を確認する

■調査対象と検証方法

■検証結果（一部抜粋）
●就労支援の効果検証 ▶再犯率※は就労支援により0.74倍に抑止

刑事情報連携データベースを利活用し，
検察庁，矯正施設，更生保護官署の情報を相互利用することで
PDCA・EBPMによる再犯防止の実現が可能に

※出所等による保護観察開始から４年以内の新たな犯罪による受刑を「再犯」と定義

●再犯防止の要因分析 ▶再犯率は 就労者＜不就労者，職場定着者＜離職者
●就労支援が特に奏功する対象者の特性の分析
▶経済的な困窮等が犯罪の動機となる者，違法薬物及びアルコールへの依存や
高齢・障害がない者，累犯者に特に支援効果あり

⇒更生保護就労支援事業の実施庁の拡大
⇒離職につながる特性のある対象者への職場定着支援の強化
⇒支援の効果が現れにくい対象者への医療・福祉も含めた複合的な保護観察処遇

等のより効果的な支援について検討



資料10 今後の改善の方向性

PDCAやEBPMの観点からも，再犯防止施策の企画立案及び実施に
当たっては，再犯の実態把握や施策の効果検証等をより適切に実施し
ていくことが求められている。

刑事情報連携データベースシステムをより利用しやすいものとし，
効果的に利活用していくことが必要。

▶様々な利活用方策の検討
※ 再犯リスクが高い満期釈放者の特定など

▶現場における利活用事例の把握

▶これらをまとめた資料の作成・周知

▶施策内容に応じた連携データ項目の追加
※ 特定少年に対する新たな処遇内容など

▶調査研究用のデータ更新頻度の見直し
※ 四半期ごとから月ごとに変更

▶ダッシュボード出力でのデータ分析内容の多様化
※ 基本属性別での再入率のグラフ表示など

※ 法務省調査による。2019年出所者については刑事情報連携データ
ベースの集計による速報値である。

目指すべき方向性 KPI⑤

利活用の促進に向けた方策

利活用事例の充実と周知機能の充実

刑務所出所者等の
２年以内再入率・再入所者数

15.6%

(出所年)2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

再入率 18.6%18.1%18.5%18.0%17.3%16.9%16.1%15.6%

再入所者数 5,100 4,804 4,569 4,225 3,971 3,712 3,396 3,133
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